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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】数少ない設備で広い領域にて確実に害獣を忌避
できる自動追尾照射装置を提供する。
【解決手段】被検知体の侵入を検知するセンサー４０と
、レーザー光又はＬＥＤ光を照射する光照射装置１０と
、被検知体を撮像する撮像装置１１と、撮像装置１１と
光照射装置１０に追尾動作をさせる追尾駆動装置２１、
２２と、センサー４０の信号から被検知体の侵入を検知
する侵入検知手段１３、撮像装置１１からの撮像画像の
変化から動態部分を抽出する動態抽出手段１４、動態抽
出手段１４の信号からレーザー光又はＬＥＤ光の照射点
を決定する照射点決定手段１６、動態抽出手段１４の信
号から被検知体の動きを決定する動態決定手段１５及び
照射点決定手段１５の信号を受けてレーザー光又はＬＥ
Ｄ光を被検知体に対して照射させ、撮像装置１１及び光
照射装置１０に追尾動作をさせる制御手段１７から構成
される駆動制御装置３０と、を備える自動追尾照射装置
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の領域への被検知体の侵入を検知するセンサー（４０）と、
　レーザー光又はＬＥＤ光を照射する光照射装置（１０）と、
　所定の領域を撮像する撮像装置（１１）と、
　該撮像装置（１１）及び上記光照射装置（１０）に追尾動作をさせる追尾駆動装置（２
１、２２）と、
　上記センサー（４０）の信号から上記所定の領域に被検知体が侵入したことを検知する
侵入検知手段（１３）、該侵入検知手段（１３）の信号を受け、上記撮像装置（１１）の
信号から被検知体の撮像画像を得るとともに、該撮像画像の変化から上記撮像画像の動態
部分を抽出する動態抽出手段（１４）、該動態抽出手段（１４）の信号を受け、レーザー
光又はＬＥＤ光の照射点を決定する照射点決定手段（１６）、上記動態抽出手段（１４）
の信号を受けて上記被検知体の動きを決定する動態決定手段（１５）及び上記照射点決定
手段（１６）の信号を受け、上記光照射装置（１０）からレーザー光又はＬＥＤ光を被検
知体に対して照射させるとともに、上記動態決定手段（１５）の信号を受け、上記追尾駆
動装置（２１、２２）を駆動させて上記被検知体の動きに対して上記撮像装置（１１）及
び光照射装置（１０）に追尾動作をさせる制御手段（１７）から構成される駆動制御装置
（３０）と、
を備えたことを特徴とする自動追尾照射装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は自動追尾照射装置に関し、特に数少ない設備で広い領域において確実に害獣を
忌避できるようにした自動追尾照射装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
  従来より、人間の耳には聞こえ難い高い周波数の超音波や光を用いて猪、猿、熊、鹿、
烏等の害獣を忌避する害獣忌避装置が種々提案されている。
【０００３】
  例えば、センサーで害獣の侵入を検知すると、人間の耳に聞こえ難く、害獣の耳に聞こ
える周波数の超音波を発射して害獣を忌避する害獣忌避装置が提案されている（特許文献
１、特許文献２、特許文献３）。
　また、センサーで害獣の侵入を検知すると、紫外線や白色のＬＥＤを照射して害獣を忌
避する害獣忌避装置も提案されている（特許文献４）。
【０００４】
　また、監視カメラによって不審者の侵入を検知すると、監視カメラに不審者の動きを追
尾させ、不審者に対して退去警告を発し、又指令に基づいて又は自動でマーキングボール
などを侵入者に発射するようにした自動監視警告システムが提案されている（特許文献５
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１５９９４３号公報
【特許文献２】特開２０１０－２０７１７５号公報
【特許文献３】特開２０１５－１１２０９８号公報
【特許文献４】実用新案登録第３１５３４４８号公報
【特許文献５】特開２００７－２７２３９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
  しかし、特許文献１、２、４記載の害獣忌避装置では害獣が超音波や光の照射領域から
出てしまうと、忌避効果がなくなるので、害獣が超音波や光の照射されない領域を学習し
て安全な領域で活動してしまうことがあった。
　また、特許文献３記載の害獣忌避装置では超音波発生器を回動させて広い領域で忌避効
果を奏するものの、広い領域で忌避効果を確保するためには超音波出力を大きくするか、
超音波発生器を多数設ける必要があった。
　さらに、特許文献５記載の自動監視警告システムは害獣の忌避に適用することも可能で
あるが、具体的にどのように追尾するのかが不明である。
【０００７】
　本発明はかかる問題点に鑑み、数少ない設備で広い領域において確実に害獣を忌避でき
るようにした自動追尾照射装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
  そこで、本発明に係る自動追尾照射装置は、所定の領域への被検知体の侵入を検知する
センサーと、レーザー光又はＬＥＤ光を照射する光照射装置と、所定の領域を撮像する撮
像装置と、該撮像装置及び上記光照射装置に追尾動作をさせる追尾駆動装置と、上記セン
サーの信号から上記所定の領域に被検知体が侵入したことを検知する侵入検知手段、該侵
入検知手段の信号を受け、上記撮像装置の信号から被検知体の撮像画像を得るとともに、
該撮像画像の変化から上記撮像画像の動態部分を抽出する動態抽出手段、該動態抽出手段
の信号を受け、レーザー光又はＬＥＤ光の照射点を決定する照射点決定手段、上記動態抽
出手段の信号を受けて上記被検知体の動きを決定する動態決定手段及び上記照射点決定手
段の信号を受け、上記光照射装置からレーザー光又はＬＥＤ光を被検知体に対して照射さ
せるとともに、上記動態決定手段の信号を受け、上記追尾駆動装置を駆動させて上記被検
知体の動きに対して上記撮像装置及び光照射装置に追尾動作をさせる制御手段から構成さ
れる駆動制御装置と、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　本発明の特徴の１つは被検知体を撮像し、撮像画像から被検検知の動きと照射点を求め
、動く方向に応じて撮像装置に追尾動作させるとともに、レーザー光又はＬＥＤ光を追尾
させながら照射するようにした点にある。
　これにより、動く害獣に対してレーザー光又はＬＥＤ光を確実に照射させることができ
、数少ない設備で広い領域において確実に害獣を忌避できる。
【００１０】
　本発明は猪、猿、熊、鹿、烏等の害獣の忌避に適用すればその効果が大きいが、不審者
の侵入の排除に適用してもその効果を発揮する。なお、害獣と不審者の追尾照射を切り替
えられるようにするのがよい。
【００１１】
　レーザー光又はＬＥＤ光の照射点は害獣や不審者の目が望ましいが、顔面に向けて照射
するようにしてもよい。レーザー光又はＬＥＤ光は単光線であってもよいが、効果を上げ
る上で束状光線として命中率をアップさせるのがよい。レーザー光又はＬＥＤ光の照射出
力は害獣や人体に健康上の悪影響がない出力とするのがよい。
【００１２】
　被検知体が忌避を必要としない物体、例えば犬や猫などの愛玩動物と害獣を区別できる
のがよい。そこで、愛玩動物、害獣、人体などの画像パターンを多数用意しておき、撮像
画像と画像パターンを比較して追尾照射すべきか否かを判別するようにしてもよい。
【００１３】
　レーザー光又はＬＥＤ光の照射パターンは１つであってもよいが、害獣の学習機能によ
って効果が発揮されなくなるおそれがある。かかる場合には複数の照射パターンを用意し
ておき、照射パターンを関数や乱数などを用いて選択して照射するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００１４】
【図１】本発明に係る自動追尾照射装置の好ましい実施形態を示す機能ブロック図である
。
【図２】上記実施形態における制御処理フローの１例を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
  以下、本発明を図面に基づいて詳細に説明する。図１及び図２は本発明に係る自動追尾
照射装置の好ましい実施形態を示す。図において、自動追尾照射装置には感熱センサー４
０が設けられ、感熱センサー４０は害獣の侵入を忌避する領域（所定の領域）に侵入した
害獣（被検知体）の体温を検知して害獣の侵入を判定する一方、感熱センサー４０の信号
は駆動制御装置３０に入力されるようになっている。
【００１６】
　駆動制御装置３０では感熱センサー４０の検知信号が入力されるとＣＰＵが起動され、
ＣＰＵの機能手段である侵入検知手段１３がサーモセンサー４０の信号から所定の領域に
害獣が侵入したことを検知する一方、サーモカメラ（撮像装置）１１を作動させる。サー
モカメラ３０は対象を撮像し、サーモカメラ３０の信号は駆動制御装置３０に与えられる
ようになっている。なお、通常画像とサーモ画像とを切り替えて撮像し、サーモ画像を用
いて演算処理を行うようにしてもよい。
【００１７】
　駆動制御装置３０ではサーモカメラ１１の信号が入力されると、ＣＰＵの機能手段であ
る動態抽出手段１４が撮像画像を得て画像パターンを抽出し、画像パターンの解析処理を
行って害獣の種類を決定するとともに、画像パターンの変化から画像の動態部分を抽出す
るようになっている。
【００１８】
　画像動態部分が抽出されると、ＣＰＵの機能手段である動態決定手段１５が害獣の動態
部分の変化から害獣の動きを決定するとともに、ＣＰＵの機能手段である照射点決定手段
１６が画像パターンからレーザー光を照射する照射点を決定するようになっている。
【００１９】
　動態決定手段１５及び照射点決定手段１６の信号はＣＰＵの機能手段である制御手段１
７に与えられ、制御手段１７はサーモカメラ１１及びレーザー装置（光照射装置）１０の
ステップモーター２１、２２に駆動制御信号を与え、サーモカメラ１１及びレーザー装置
（光照射装置）１０を旋回又は揺動させて追尾動作をさせ、レーザー装置１０はレーザー
光を動く害獣の目に向けて照射し、サーモカメラ１１は害獣の動きに追尾しながら撮像を
行うようになっている。
【００２０】
　次に、制御処理について説明する。電源がＯＮされると、駆動制御装置３０では制御処
理が開始され、感熱センサー４０で害獣の体温が感知され、害獣が領域内に侵入したと判
定されると、サーモカメラ１１が作動されて害獣の姿が撮像されるとともに（ステップＳ
１０）、画像システム（ＣＰＵ）が起動される（ステップＳ１１）。
【００２１】
　画像システムが起動されると、サーモカメラ１１の撮像画像が取り込まれ、画像パター
ンの解析処理が行われ（ステップＳ１２）、撮像画像の二値化処理などによって画像パタ
ーンが作成され、画像パターンから害獣の種類が決定されるとともに、画像パターンの動
態部分のみが抽出されて画像パターンの処理する領域が限定され（ステップＳ１３）、映
像マトリックスの分割アドレス処理（番地設定）が行われ（ステップＳ１４、図２の２０
参照）、マトリックスのアドレス指定が行われてステップモーター２１、２２の角度が設
定され（ステップＳ１５、Ｓ１６）、サーモカメラ１１及びレーザー装置１０が指定され
たアドレスに追尾動作されるとともに、レーザー装置１０から害獣の目に向けて所定の強
さのレーザー光が照射される。
【００２２】
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　ここで、映像マトリックスの分割アドレス処理について詳細に説明すると、映像の画像
画面を縦横に分割してマトリックス座標を形成し、映像信号の走査線（Ｖ／Ｈ）に対して
順に番地（番号）を割り当てる。番地数（分割数）の割当てはカメラの走査数や視野幅に
よって適正値にマッチングを行う。
【００２３】
　次に、ターゲットの動画部の番地をロギングする。面積として、複数の番地が存在する
ことが重要である。面積部分のセンターポイントを演算処理にて算出して番地を決定し、
ステップモーター２２を作動させてレーザー光の照射ポイントを決定した番地（座標位置
）に移動させる。
【００２４】
　次回の移動時は軌跡移動（左右限定処理など‥‥）として演算処理を効率的に行うこと
ができる。最短時間で演算処理してステップモーター２２のモーター制御を行う。これに
より、消費電力を軽減化でき、又ハードウェア処理速度のパフォーマンスを抑えることが
可能となり、トータル的なコストダウンに繋がる。
【００２５】
　以上のように、本例によれば、動く害獣に対してレーザー光を確実に照射させることが
でき、確実に害獣を忌避でき、又数少ない設備で広い領域をカバーできる。
【００２６】
　また、害獣の画像パターンのうち、動態部分を抽出して処理を行うようにしたので、高
い演算処理能力を発揮する。
【符号の説明】
【００２７】
　　１０  　レーザー装置
　　１１　　サーモカメラ
　　１３　　侵入検知手段
　　１４　　動態抽出手段
　　１５　　動態決定手段
　　１６　　照射点決定手段
　　１７　　制御手段
　　２０、２１　　　ステップモーター（追尾駆動装置）
　　３０　　駆動制御装置
　　４０　　感熱センサー
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